
参考資料１

消防法令適合通知書交付申請書

年 月 日

(消防長又は消防署長) 様

申請者

住 所

氏 名 印

下記の旅館又はホテルについて、消防法令に係る消防法令適合通知書の交付を申請

します。

記

1 名称(旅館又はホテルの名称)

2 所在地(旅館又はホテルの所在地)

3 申請理由区分

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可

イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設

備の変更届

ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規

定による登録

エ 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7

条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

第3条の規定による営業許可

カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又

は設備の変更等の承認，届出

整 理 番 号 交 付 番 号

受理年月日 交付年月日

注）様式は，それぞれの消防署に問い合わせてください。



 

様式第１（第３条関係）（表面） 

 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 

 

    年  月  日 

 徳島県知事 殿 

届出者 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては 

その代表者の氏名 

 

 

 

印 

  水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称   ※整 理 番 号  

工場又は事業場の所在地   ※受理年月日 年 月 日 

第
５
条
第
１
項
関
係 

特定施設の種類   ※施 設 番 号  

有害物質使用特定施設の該当の有無  有 □   無 □ ※審 査 結 果  

△特定施設の構造 別紙１のとおり。 ※備   考  

△特定施設の設備（有害物質使用 
特定施設の場合に限る。） 

別紙１の２のとおり。 

△特定施設の使用の方法 別紙２のとおり。 

△汚水等の処理の方法 別紙３のとおり。 

△排出水の汚染状態及び量 別紙４のとおり。 

△排出水の排水系統別の汚染状態 
及び量 

別紙５のとおり。 

△排出水に係る用水及び排水の系統 別紙６のとおり。 

第
５
条
第
２
項
関
係 

有害物質使用特定施設の種類   

△有害物質使用特定施設の構造 別紙７のとおり。 

△有害物質使用特定施設の使用の 
方法 

別紙８のとおり。 

△汚水等の処理の方法 別紙９のとおり。 

△特定地下浸透水の浸透の方法 別紙10のとおり。 

△特定地下浸透水に係る用水及び 
排水の系統 

別紙11のとおり。 



















様式第１号（第２条関係）

徳島県収入証紙貼付欄

旅 館 業 許 可 申 請 書
年 月 日

徳島県知事 殿
住 所

申請者
氏 名 ○印

年 月 日生
法人にあつては，主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名

旅館業を営みたいので，次のとおり申請します。

所在地
旅館業の施設

名 称 電話番号

営 業 の 種 別 １旅館・ホテル営業 ２簡易宿所営業 ３下宿営業

旅館業の施設が１か 有・無 １ キャンプ場等の特定の季節に限り営業するもの
ら４までに該当する 営業期間 月 日から 月 日まで
ことの有無 有の場合 ２ 交通が著しく不便な地にある利用度の低いもの

は，該当 ３ 体育大会等のために一時的に営業するもの
区分 営業期間 月 日から 月 日まで

４ 農林漁業体験民宿業に係るもの

申請者 が１から８ 有・無 １ 成年被後見人又は被保佐人
までに該当すること ２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
の有無 有の場合 ３ 禁錮以上の刑又は旅館業法に基づく罰金以下の

は，該当 刑の執行が終わつた日等から起算して３年を経過
区分 していない者

刑の執行が終わつた日等 年 月 日
４ 許可の取消しの日から起算して３年を経過して
いない者
許可の取消しの日 年 月 日
５ 旅館業法第３条第２項第５号に規定する暴力団
員等
６ 未成年者でその法定代理人が１から５までのい
ずれかに該当するもの
⑴ 法定代理人の氏名
⑵ 該当する１から５の区分及び刑の執行が終わ
つた日等又は許可の取消しの日
該当区分 年 月 日

７ 業務を行う役員が１から５までのいずれかに該
当する法人
⑴ 当該役員の氏名
⑵ 該当する１から５の区分及び刑の執行が終わ
つた日等又は許可の取消しの日
区分 年 月 日

８ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

旅館業の施設の構造
別紙により記載

設備

備考 次に掲げる書類を添付すること。
１ 旅館業の施設の構造設備を明らかにした平面図及び立面図
２ 旅館業の施設の設置場所の周囲おおむね２００メートルの区域内の見取図（おおむ
ね１００メートルの区域内に学校，保育所，博物館等がある場合には，その施設との
距離を明示すること。）
３ 法人にあつては，定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書（設立の登記を必要
とする法人に限る。）



別紙

敷 地 面 積 ㎡ 造

建 築 面 積 ㎡ 建 物 の 構 造 階建て

旅館業対象延べ面積 ㎡ 棟

使用する水の種類 水道水 ・ その他（ ） 調 理 室 の 有 無 有 （ 階） ・ 無

玄関帳場等の有無 有 （ 階） ・ 無 （代替設備等 ）

客室附帯設備の有無
階 室名 寝台の有無 床面積 定 員

浴 室 洗面設備 便 所
客

有 （ 台） ・ 無
㎡ 人

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無
室

有 （ 台） ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

計 室

階 男性用 女性用 男女兼用 換 気 設 備 脱衣室の設備

共
箇所 箇所 箇所

窓 ・ 機械設備 かご・棚・ロッカー・その他（ ）

同
用

窓 ・ 機械設備 かご・棚・ロッカー・その他（ ）

浴
室 窓 ・ 機械設備 かご・棚・ロッカー・その他（ ）

窓 ・ 機械設備 かご・棚・ロッカー・その他（ ）

計

階 洗面設備 水栓数 湯栓数 混合栓数

共
箇所 個 個 個

同
用
洗
面
所

計

階 男性用 女性用 男女兼用 水洗・くみ取の別 換 気 設 備

共
箇所 箇所 箇所

水洗 ・ くみ取 窓 ・ 機械設備

同
用

水洗 ・ くみ取 窓 ・ 機械設備

便
所

水洗 ・ くみ取 窓 ・ 機械設備

水洗 ・ くみ取 窓 ・ 機械設備

計



様式第 7号（第 12条関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

郵便番号

住 所（法人の場合は，主たる事務所の所在地）

申請者 電 話

氏 名（法人の場合は，その名称及び代表者の氏名）
フリガナ

年 月 日生

営業許可申請書（新規・継続）

食品衛生法第 52条第 1項の規定により，次のとおり申請します。

営 業 所 所 在 地 電話

営 業 所 の 名 称 ， 屋 号 又 は 商 号

営 業 設 備 の 大 要 別紙のとおり

現 に 受 け て い る 営 業 許 可
営 業 の 種 類 備 考の 番 号 及 び そ の 年 月 日

1 年 月 日 号

2 年 月 日 号

3 年 月 日 号

4 年 月 日 号

5 年 月 日 号

申
(1) 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ，

請
その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった日から

者
起算して 2年を経過しないこと。

の

欠
(2) 食品衛生法第 55 条第 1 項又は第 56 条の規定により営業許可

格
を取り消され，その取消し日から起算して 2年を経過しないこ

事
と。

項

備考

1 営業許可の新規申請の場合には，営業設備の大要について記載した書類を添付すること。

2「現に受けている営業許可の番号及びその年月日」欄は，営業許可の継続申請の場合にのみ記載すること。

3「申請者の欠格事項」欄は，法人にあってはその業務を行う役員を含むものとし，当該事実がないときは

「なし」と記載し，あるときはその内容を記載すること。



様式第１０号（別表第２関係）

年 月 日

徳島県知事 殿

住所（法人の場合は，その所在地）

届出者 氏名（法人の場合は，その名称及び代表者の氏名）

年 月 日生

食品衛生責任者設置（変更）届

食品衛生責任者を設置（変更）したので，次のとおりお届けします。

1 施設の名称及び所在地

2 営業の種類

3 食品衛生責任者の設置又は変更の年月日

4 食品衛生責任者の住所，氏名等

区 分 食 品 衛 生 責 任 者

氏 名

生 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

住 所

資 格 等
種 類

免許番号等

変更前の食
氏 名

品衛生責任
住 所

者
変 更 し た

理 由

備考 次の表の左欄に掲げる者を食品衛生責任者とするときは，同表の相当右欄に掲げる書類を添付すること。

食 品 衛 生 責 任 者 添 付 書 類

栄養士，調理師，製菓衛生師，食鳥処理衛生管理者，船舶料理士 資格を有し，又は課程を修了したこと
又は食品衛生法第 48条第 6項各号に掲げる者 を証する書面

食品衛生責任者養成講習会の受講修了者 受講修了証の写し

徳島県保健所の長が食品衛生責任者養成講習会と同等以上と認め 受講終了証の写し
る講習会の受講修了者



参考資料２

農林漁業体験民宿登録制度

（農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律）

（１）制度の概要

農林漁業体験民宿業を営む者は，農林漁業体験民宿に係る営業方法に関し

て農林水産省令で定める基準に従って営業を行うとき，「登録農林漁業体験民

宿」として，登録実施機関に登録することができます。

登録 登録 注２）

農林水産省 登録実施機関 注１） 農林漁業体験民宿

申請 申請

省令で定める基準に従って営業

注１）余暇法に定める基準を満たせば，どなたでも登録実施機関の登録を受けることができます。

現在登録を受けているのは，一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構，及び株式会社百戦錬磨

です。

２）農林漁業体験民宿の登録基準は，余暇法に定められております。

○省令で定める農林漁業体験民宿業者の登録基準（余暇法第１４条）

１ 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関すること

・施設の適切な管理，人員の適切な配置，事故発生時等の対応のための体制整備，

内容及び料金の明示など

２ 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合におけるその損害をてん補する

措置に関すること

・保険契約等の締結など

３ 地域の農林漁業者との調整に関すること

４ その他

・希少な野生動物等の生態への配慮など

（２）制度のメリット

１ 公認の「農林漁業体験民宿業」の看板を掲げることができる。

２ 登録機関が実施するサービスを利用することができる。

























 
 

消 防 予 第 7 1 号  
平成 29 年３月 23 日 

 

 

各都道府県消防防災主管部長  

                 御中 

東京消防庁・各指定都市消防長  

 

 

消 防 庁 予 防 課 長    

  （ 公 印 省 略 ）    

 

 

一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に 

係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について（通知）  

 

従来、民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の

適用については「民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準

の特例の適用について」（平成 19 年１月 19 日付け消防予第 17 号）に規定され

ていましたが、平成 28年 12月 21日に開催された「歴史的資源を活用した観光

まちづくりタスクフォース」において、「古民家を宿泊施設、レストラン等に活

用する場合の消防用設備等の基準の適用について、今後地域から寄せられる相

談・要望等を踏まえ防火安全性を確保した上で特例の考え方等の整理・公表を

行う。」とされたことに伴い、上記タスクフォースに参画している有識者や関連

する消防機関等と意見交換を行った結果、下記の要件を満たす防火対象物につ

いては、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。）第 32 条

の規定を適用し、その特例を認めて差し支えないこととしたので通知します。 

これに伴い、「民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の

特例の適用について」（平成 19年 1月 19日付け消防予第 17号）は廃止します。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消

防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されますよ

う、お願いします。 

なお、この通知は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基

づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記  

 

第１ 特例基準を適用できる防火対象物   

  従来、建物全体が一般住宅の用に供されていた戸建ての家屋で、令別表第

一（１）項から（15）項までに掲げる防火対象物（以下「令別表対象物」と



 
 

いう。）又は複合用途防火対象物に該当するもの。 

 

第２ 特例基準を適用できる消防用設備等 

「誘導灯」及び「誘導標識」 

 

第３ 特例基準の要件及び内容   

     第１に適合する防火対象物において、以下の１から３に該当する部分

には、令第 26 条の規定にかかわらず、当該各部分における誘導灯及び誘

導標識の設置を要しないものとする。  

１ 次の(１)から(３)までのすべての要件に該当する避難階   

(１) 以下のいずれかの要件に該当すること。  

ア  各居室から直接外部に容易に避難できること。  

イ  防火対象物に不案内な者でも各居室から廊下に出れば、夜間であっ

ても迷うことなく避難口に到達できること等簡明な経路により容易

に避難口まで避難できること。  

(２) 防火対象物の外に避難した者が、当該防火対象物の開口部から３ｍ以

内の部分を通らずに安全な場所へ避難できること。 

(３)  防火対象物の従業者がその利用者に対して避難口等の案内を行う、利

用者から見やすい位置に避難経路図を掲示する等により、防火対象物に

不案内な利用者でも容易に避難口の位置を理解できる措置が講じられ

ていること。  

２ 次の(１)から(３)までのすべての要件に該当する２階以上の階であっ

て避難階以外のもの 

(１) 防火対象物に不案内な者でも各居室から廊下に出れば、夜間であって

も迷うことなく避難階に通ずる階段に到達できること等簡明な経路に

より容易に避難できること。  

(２) 非常用の照明装置を廊下等の避難経路に設置すること又は利用者が

常時容易に使用できるように携帯用照明器具を居室内に設置すること

等により、夜間の停電時等においても避難経路を視認できること。  

(３) １(３)の要件を満たしていること。  

３ 一般住宅の用途に供される部分が存する防火対象物の部分のうち、当該

一般住宅の用途に供される部分（令別表対象物の用途に供される部分から

の避難経路となる部分を除く。）  

 

第４ 特例基準の適用にあたっての留意事項等   

１ 第３、１(１)アの要件である「直接外部に容易に避難できること」とは、

すべての居室において、他の室を経由することなくガラス戸等を開けるこ

とにより容易に外に避難できることをいう。なお、ガラス戸部分に腰壁が

ある場合、雨戸等により当該防火対象物に不案内な者が外部であることを

判断できない可能性がある場合等の避難に支障がある場合は適用できな



 
 

いこと。  

 

２ 第３、１(１)イ及び第３、２(１)の要件である「夜間であっても迷うこ

となく」とは、当該防火対象物の利用者が各居室から廊下又は通路に出た

際に、避難口や避難階に通ずる階段を容易に見とおし、かつ、識別するこ

とができる必要があり、各居室から避難口に通ずる廊下又は通路に曲り角

等がないこと。 

 

３ 消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準の特例について

は、「消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて」（平成８年２月

16日付け消防予第 22号）３(１)及び(２)によられたいこと。 
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